
口腔衛生の管理体制につい
ての計画と評価

京都歯科医師会



運営基準における対応

• 「入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営む
ことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の
状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならな
い」ことを規定。

※ 「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯
科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指
導を年2回以上実施することとする。



口腔衛生の管理

1. 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当
該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年２回
以上行うこと。

2. （１.）の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口
腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当
該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を
施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制
に係る計画の作成に代えることができるものとすること。

イ) 助言を行った歯科医師
ロ) 歯科医師からの助言の要点
ハ) 具体的方策
ニ) 当該施設における実施目標
ホ) 留意事項・特記事項



全
入
所
者
に
対
す
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

スケジュールと流れ

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
踏
ま
え
た
施
設
全
体
の

管
理
計
画
の
作
成

日
常
的
な
入
所
者
に
対
す
る

口
腔
ケ
ア
の
実
施

全
入
所
者
に
対
す
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
踏
ま
え
た
施
設
全
体
の

管
理
計
画
の
作
成

日
常
的
な
入
所
者
に
対
す
る

口
腔
ケ
ア
の
実
施


	スライド 1: 口腔衛生の管理体制についての計画と評価
	スライド 2: 運営基準における対応
	スライド 3: 口腔衛生の管理
	スライド 4: スケジュールと流れ

